
 

『アクセス統計管理』付属サービス規約 

平成 19 年 12 月現在 

株式会社シーサイドネット 

 

第 1 条（本付属サービス規約の適用） 

本付属サービス規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社シーサイドネット（以下「甲」といいます）がビジネ

スホスティング契約約款（以下「約款」といいます）に定める追加オプションの一部に関する付属サービス規約として

適用されるものとします。 

 

第 2 条（本規約の追加オプション） 

本規約が適用される追加オプションとは、甲のビジネスホスティングの WWW 用ディスク領域（以下「ウェブサーバ」と

いいます）に掲載された、契約者のウェブコンテンツへの訪問及び閲覧状況（以下「アクセスログ」といいます）を解

析し、インターネット上でその解析結果を表示するサービスを指し、その名称はアクセス統計管理（以下｢本サービス｣

といいます）とします。 

２ 本サービスは甲が株式会社アスキーソリューションズ（以下「アスキーソリューションズ社」といいます）が日本

国内での販売代理権を持つアクセスログ解析ソフト「SITETRACKER」を導入することによって提供されるものとします。 

 

第 3 条（本サービス提供対象） 

甲のビジネスホスティングのウェブサーバの中で、甲が指定する領域に掲載された契約者のウェブコンテンツを本サー

ビス提供対象とします。 

 

第 4 条（本サービス提供範囲） 

本サービスは、ウェブサーバ内の契約者のウェブコンテンツへのアクセスログを甲が定期的に集計し、集計したアクセ

スログを「SITETRACKER」で解析し、甲の指定する方法で表示するサービスとします。 

 

第 5 条（最低利用期間） 

本サービスの最低利用期間は甲の指定する本サービスの料金起算日から 6 ヶ月間とします。 

 

第 6 条（本サービスの保証） 

甲は本サービスの提供について保証するものではありません。 

２ 本サービスは、「SITETRACKER」そのものに起因する障害あるいは甲のシステムの障害等によって本サービスを一時

あるいは永久に利用できない場合があります。 

３ アクセスログの集計プログラム等に起因する障害等によって、アクセスログを正しく集計できない場合があります。

この場合、アクセスログは修復できない可能性があります。 

４ 解析結果の表示は、容量 2GB を上限とし 6 ヶ月分の保障となります。 

 

第 7 条（損害賠償） 

本サービスの利用により、契約者が本来得ることのできる情報を、第 5 条に規定された理由等によって得られない場合

でも、当社は一切の補償責任を追わないものとします。 

２ 本サービスの利用により、契約者及びその他いかなる者に対しても、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障、

第三者による不正侵入、商取引上の紛争、その他原因を問わず、いかなる責任も当社は負担しないものとします。 

 

第 8 条（著作権等） 

甲が本サービスで利用するソフトウェアに関する著作権、特許、商標権、ノウハウ及びその他全ての知的所有権はアス

キーソリューションズ社に帰属するものとします。 

 

第 9 条（本規約実施及び変更） 

本規約は、平成 14 年 11 月 1 日から適用します。 

２ 甲は、予告なく本規約を変更することができるものとし、変更された以降は変更後の同規約が適用されるものとしま

す。 

 

平成 19 年 12 月 1 日 改定 

平成 19 年 12 月 17 日 改定 

 


